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資料-1 松山市節水型都市づくり条例 

 

○松山市節水型都市づくり条例 

平成１５年７月４日 

条例第２７号 

（目的） 

第１条 この条例は，健康で文化的な生活を営む上で必要不可欠な水資源が有限であるという

ことの共通認識を前提にして，市，市民及び事業者が一体となって各施策を総合的に展開する

ことにより，自然との共生の中で均衡のとれた水収支が形成され，渇水にも強い都市をつくる

こと（以下「節水型都市づくり」という。）について基本理念その他必要な事項を定めること

により，節水型都市づくりを総合的かつ計画的に推進し，もって豊かで潤いのある地域社会の

実現を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

(1) 節水 水を合理的に利用して不必要な水の使用を抑制することをいう。 

(2) 水資源 生活，農業，工業，発電等のための資源としての水をいう。 

(3) 市民 本市の区域内（以下「市内」という。）に居住し，又は本市の区域外から市内に通勤・

通学をする者をいう。 

(4) 事業者 市内で事業活動（非営利活動を含む。）を行う個人又は法人をいう。 

(5) 雑用水 雨水，建築物から排出される水等を貯留し，又は処理した水で，水洗便所の洗 ，

散水，清掃その他これらに類する用途に使用するものをいう。 

（基本理念） 

第３条 節水型都市づくりの基本理念（以下「基本理念」という。）は，次のとおりとする。 

(1) 水の大切さを十分に認識し，節水意識を高揚するとともに，水の使い方を工夫し，不必要な

水の使用を抑制すること。 

(2) 水資源を有効に活用するため，雨水利用，水の循環利用等を積極的に推進すること。 

(3) 水資源を将来に向けて守り育てるため，雨水の地下浸透の促進・保持，水源かん養林の整備

等を行うこと。 

(4) 市民生活，産業活動等に必要な水を安定的に供給するための水量が不足する 合において，

新たな水資源の確保を行うこと。 

（市の役割） 

第４条 市は，基本理念にのっとり，次の事項を総合的かつ計画的に推進しなければならない。 

(1) 総合的な水の管理を行うため，長期的水需給計画を策定し，これに基づく施策を実施するこ

と。 

(2) 市民及び事業者に対して，節水型都市づくりに関する情報を積極的に提供するとともに，あ

らゆる行政上の施策を通じて節水意識の高揚を図ること。 

(3) 公共施設の整備その他の事業を実施する 合等において，積極的に節水及び水の有効利用に

取り組み，その先導的役割を果たすこと。 
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(4) 雑用水の利用を促進するため，設備の設置等に関し必要な施策を実施すること。 

(5) 水資源が質・量共に保全されるよう必要な施策を実施すること。 

(6) 広域的な取組を必要とする水資源の確保及び保全に関する施策について，国，県その他の地

方公共団体，関係団体等と連携・協力すること。 

（市民及び事業者の役割） 

第５条 市民は日常生活において，事業者は事業活動において，それぞれ基本理念にのっとり，節

水及び水の有効利用並びに水資源の保全に努めるものとする。 

２ 市民及び事業者は，基本理念にのっとり，市内において，台所，浴室，水洗便所等に水を使

用する機器を設置し，又は購入するときは，節水効果が高い機器を選択すること等により節水

に努めるものとする。 

３ 市民及び事業者は，基本理念にのっとり，市内において，水洗便所の洗 ，散水，清掃その

他これらに類する用途に水を使用するときは，雑用水を利用すること等により水の有効利用

に努めるものとする。 

４ 市民及び事業者は，基本理念にのっとり，水資源の利用及び保全に関して次の事項に配慮す

るよう努めるものとする。 

(1) 水の採取，利用等による環境の著しい変化が生じることのないようにすること。 

(2) 合理的な水の利用を図ること等により取水量を削減すること。 

(3) 水源かん養林の整備に協力すること等により森林を育成・保全すること。 

(4) 土地の造成等を行う 合において非被覆地を設けること等により雨水の地下浸透を促

進・保持すること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか必要な事項 

（各主体の連携・協力） 

第６条 市，市民及び事業者は，節水及び水の有効利用並びに水資源の利用及び保全に関して，互

いに積極的な連携・協力を図らなければならない。 

（支援） 

第７条 市は，市民及び事業者が節水型都市づくりに取り組むことを促進するため必要があると認

めるときは，技術的支援その他の措置を講じるとともに，予算の範囲内において，財政的な援助

をすることができる。 

（措置） 

第８条 市長は，節水型都市づくりを推進するため必要があると認めるときは，市民，事業者等に

対して，助言し，又は指導することができる。 

２ 節水型都市づくりを推進するため特に必要があると認められる 合における市民，事

業者等が講じるべき措置については，別に条例で定める。 

（規則への委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 

付 則 

この条例は，平成１５年８月１日から施行する。 
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資料-2 市有施設に関する節水型設備等の導入指針 

 目的 

この指針は、松山市節水型都市づくり条例（平成 15年条例第 27号）第 4条第 3号の

規定に基づき、市有施設に対する節水、水資源の有効利用又は水資源の保全のための設

備等（以下「節水型設備等」という。）の導入について必要な事項を定め、もって節水

型都市づくりの推進に資することを目的とする。 

 

 節水型設備等の定義 

節水型設備等の定義は、次のとおりとする。 

 

( ) 節水型機器 

その構造や機能、使い方等により、水使用量の節減を図ることができる機器 

例）便器（従来型より使用量が少ないもの）、自動水栓、流水擬音装置等 

 

(２) 雨水関連設備 

ア．雨水貯留設備 

雨水を貯留し、散水、清掃、栽培用水等として利用することができる機能を備え

た設備 

イ．雨水利用設備 

雨水貯留設備に加え、トイレ洗 水として利用することができる機能を備えた

設備 

ウ．雨水浸透設備 

雨水を地中に浸透させ、下水道や河川等に流出することを抑制し、地下水のかん

養を行える機能を備えた設備 

例）雨水浸透桝、浸透トレンチ、透水性舗装等 

 

(3) 再生水利用設備 

公共下水道の終末処理 の処理水が利用できる機能を備えた設備 

 

(４) 排水再利用設備 

同一の建築物あるいは、同一の敷地内において、汚水以外の排水を 化してトイ

レ洗 水等として再利用することができる機能を備えた設備 
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 設置基準 

市有施設に設置する節水型設備等の基準は、原則として以下のとおりとする。 

 

( ) 節水型設備 

 

表１ 節水型設備基準 

設置 所 
機器の 

種類 

具体的な実施内容 
備考 

新・増改築時の内容 既存施設に対する内容 

トイレ 

大便器 より使用水量の少ない

型式の便器を設置 

故障による取替時には、

より使用水量の少ない

型式の便器を設置 

 

小便器 

流水 

擬音装置 

共同又は女子トイレで、

複数の便器が設置され

ている 所に設置 

同左 

原則として、市

民の利用が多

い施設に設置 

風呂 
バス 

ポンプ 

風呂の残り湯を洗濯に

利用可能な 合 
同左 

市営住宅を 

除く 

水栓 

自動水栓 
市民が利用するトイレ

の手洗いに設置 
同左 

原則として、市

民の利用が多

い施設に設置 

自閉水栓 
公園に自閉式の水栓を

設置 
同左 

既存施設は、使

用水量の多い

公園から設置 

その他 
シャワー 

節水型シャワーヘッド

を設置 
－  

その他、施設の状況に応じて、節水型機器を設置 

※1 水を使用する機器については、便器に限らず、故障時に取り替えが必要な 合には、節水

型機器に取り替えることとする。 

※2 小中学校施設の衛生器具等については、当該学校の児童・生徒に対して、教育的な見地か

ら節水意識の向上や水資源の保全等を図る指導によって節水を一層進めることとし、原則、

大規模改造工事時点での導入を図るものとする。 
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(２) 雨水関連設備 

 

表２ 雨水関連設備基準 

設備の 

種類 
設置 所 

具体的な実施内容 

備考 
新・増改築時の内容 

既存施設に

対する内容 

ａ雨水 

貯留設備 

雨水利用設備を設

置しない施設 
1m3以下の雨水タンクを設置 同左 

意識啓発の効

果が期待でき

る施設に設置 

不用となる 化槽

が発生する施設 

 化槽を雨水貯留槽として活

用できるように改造 
同左  

ｂ雨水 

利用設備 

学校 
大規模改造の対象となった校

舎に雨水利用設備を設置 

－ 

※3 

その他の施設 
延べ面積が 1,000 ㎡以上の建

物は雨水利用設備を設置 

－ 

ｃ雨水 

浸透設備 

道路 歩道：透水性舗装を整備 － 

左の実施例が

ある 
駐車  

透水性舗装又は雨水浸透桝を

設置 

－ 

その他 敷地内に雨水浸透桝を設置 － 

※3 建物の用途（利用形態を含む）、集水可能な雨水の量、トイレの使用水量等の効果、雨水タ

ンクの置き 所等により、建物毎に検討する。（延べ面積が 1,000m2  の 合でも、効果

が見込まれれば設置することができることとする。） 

 

(３) 再生水利用設備 

再生水利用設備については、中央 化センターの高度処理水を更に有効活用する

ため、条件整備が整ったものから実施する。 

 

(４) 排水再利用設備 

排水再利用設備については、設備に多額のコストがかかるため、費用対効果の観

点から効果が期待できる特に規模の大きな施設について、雨水利用と併せて導入を

検討することとする。 

また、排水のうち比較的汚れの少ない風呂からの排水については、雨水利用と併

せて利用が可能な 合には導入を検討することとする。 

 

 技術基準について 

市有施設の雨水利用等の技術基準については、国及び県の基準を準用する。 
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資料-3     渇水の詳細 

 

  

表
３
 
平
成
６
年
渇
水
に
お
け
る
上
水
道
の
給
水
制
限
と
水
源
状
況
の
推
移
 

○
平
成
６
年
渇
水
に
つ
い
て
は
、
「
節
水
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
も
御
参
照
く
だ
さ
い
。

 

(
h
t
tp
s
:/
/
ww
w
.c
i
ty
.
ma
t
su
ya
m
a
.e
h
im
e
.j
p
/k
u
ra
s
hi
/
ku
ra
s
h
i/
s
ei
k
at
s
u/
s
es
s
ui
/
se
ss
u
i
sa
s
si
.
ht
m
l
) 

節
水
率
：
上
段
（
給
水
量
実
績
÷
一
日
最
大
給
水
量
実
績
）
 
下
段
（
給
水
量
実
績
÷
平
年
時
の
月
別
給
水
量
予
測
）

 
※
一
日
最
大
給
水
量
(
H
6.
7.
2)

 
17
9
,1
80
m3
 

○
渇
水
深
刻
度
に
つ
い
て
は
、

p
.
8
0
 
図

5
-1
「
渇
水
深
刻
度
の
イ
メ
ー
ジ
」
も
御
参
照
く
だ
さ
い
。

 

https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/seikatsu/sessui/sessuisassi.html
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資料-4 水道用水(上水道 現行サービス分)の実績値 

表４ 久谷地区を上水道に統合した平成 23(2011)年度以降の実績値 

 
 

 

 

 

 

  

単位
2011
(H23)

2012
(H24)

2013
(H25)

2014
(H26)

2015
(H27)

2016
(H28)

2017
(H29)

行政区域内人口 ① 人 514,808 514,559 514,763 515,342 514,847 512,373 510,809

給水人口 ② 人 484,550 484,500 484,900 485,400 485,400 483,200 481,700

普及率 ②÷① ％ 94.12 94.16 94.2 94.19 94.28 94.31 94.3

有収水量 ③ m3/日 134,452 133,468 132,988 130,510 130,027 131,237 130,970

一日平均給水量 ④ m3/日 141,876 140,486 138,454 136,554 136,404 137,014 137,281

一日最大給水量 ⑤ m3/日 156,918 152,033 150,156 149,031 146,515 147,704 146,950

一人一日平均給水量 ④÷② ㍑/人・日 292.8 290.0 285.5 281.3 281.0 283.6 285.0

一人一日最大給水量 ⑤÷② ㍑/人・日 323.8 313.8 309.7 307.0 301.8 305.7 305.1

有収率 ③÷④ ％ 94.77 95.00 96.05 95.57 95.32 95.78 95.40

負荷率 ④÷⑤ ％ 90.41 92.40 92.21 91.63 93.10 92.76 93.42

単位
2018
(H30)

2019
(R1)

2020
(R2)

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

行政区域内人口 ① 人 509,251 507,399 505,973 503,123 503,491 499,326 495,801

給水人口 ② 人 480,293 478,823 477,514 474,598 475,196 471,410 468,203

普及率 ②÷① ％ 94.31 94.37 94.38 94.33 94.38 94.41 94.43

有収水量 ③ m3/日 130,627 129,486 131,230 130,417 128,509 126,485 126,351

一日平均給水量 ④ m3/日 137,027 135,820 137,933 136,433 133,995 132,021 133,027

一日最大給水量 ⑤ m3/日 147,900 146,160 144,280 145,030 143,890 140,900 140,960

一人一日平均給水量 ④÷② ㍑/人・日 285.3 283.7 288.9 287.5 282.0 280.1 284.1

一人一日最大給水量 ⑤÷② ㍑/人・日 307.9 305.2 302.1 305.6 302.8 298.9 301.1

有収率 ③÷④ ％ 95.33 95.34 95.14 95.59 95.91 95.81 94.98

負荷率 ④÷⑤ ％ 92.65 92.93 95.60 94.07 93.12 93.70 94.37

参照：「ていれぎ 69号」 

「ローリングストック」で 

飲料水を備蓄する方法 
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資料-5 ３方策の事業費 

令和元(2019)年 令和２(2020)年度にわたって実施した新規水源確保策(下水処理水の

再利用(①工業用水・②農業用水)、③海水淡水化施設の建設)の検討で算出した概算費用を

現在価値に置き換えた結果は、以下のとおりである。 

①下水処理水の再利用(工業用水利用) 

 ○事業概要 

  ・下水処理水を市の工業用水で代替し、余水を上水に転用する。 

 ○懸案事項 

  ・下水処理水の使用した製品に対する工水ユーザーの理解が必要である。 

  ・工水ユーザーの水の循環利用等への対応について、より詳細な検討・協議が必要。 

表５ 下水処理水の再利用(工業用水利用)の事業費 

  

 

 

②下水処理水の再利用(農業用水利用) 

○事業概要 

・石手川上流に下水処理水を河川還流し、ダムからの農業用水を代替して上水に転用。 

 ○懸案事項 

・河川還流について利水者全体の合意が必要である。 

・施設能力に対し、上水温存効果は約 1/3程度となる。 

  施設能力 5,000m3/日 ⇒ 上水温存効果 約 1,800m3/日 

施設能力 10,000m3/日 ⇒ 上水温存効果 約 3,600m3/日 

・水源能力の向上には、水利権の変更が必要である。 

表６ 下水処理水の再利用(農業用水利用)の事業費 

 

■工業用水利用

施設能力(m3/日 5,000 10,000

総事業費(億円 ※ 102 181

維持管理費(億円/年 2 3

造水コスト(円/m3) 243 215

水道料金への影響(％ 6 10

■農業用水利用

施設能力(m3/日 5,000 10,000

総事業費(億円 ※ 165 329

維持管理費(億円/年 1 1

造水コスト(円/m3) 388 380

水道料金への影響(％ 10 19

※事業費には用地費及び補償費は含まれていない。 

※事業費には用地費及び補償費は含まれていない。 
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③海水淡水化施設の建設 

○事業概要 

・海水を淡水化することにより、季節や気象の変動に左右されることなく、年間を通じ 

て上水道の水源として安定的に利用する。 

○懸案事項 

 ・建設費及び維持管理費が高額である。 

表７ 海水淡水化施設の事業費

 

 

 

 

 

  

■補助率 / 、稼働率8 ％で試算

施設能力(m3/日 

総事業費(億円 ※ 240  333 249  350 257  366 337  451 472  540 545  618

維持管理費(億円/年 

造水コスト(円/m3) 816  928 514  575 432  477 423  462 391  410 365  381

水道料金への影響(％ 16  18 20  23 25  28 33  36 46  48 57  59

40,000

4 6 10 13 19 24

5,000 10,000 15,000 20,000 30,000

基準渇水年の基準値 
に対する施設規模 

既往最大級の高位は、 
これ以上の費用が必要 
に対する施設規模 

※事業費には用地費及び補償費は含まれていない。 

photo 
松山市内の「泉」や 

水のある風景を 

御紹介します。 

(7) 二之丸史跡庭園(丸之内) 

p.84の地図も 

御参照ください。 
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資料-6  水圧改善に伴う増加水量 

松山市で３階建ての建物に対して直結給水を実現するためには、現在、給水量を制限する

ために実施している、調整弁による減圧調整幅の緩和を行う必要がある。 

調整幅の緩和(0.1Mpa)によって給水量は一定増加するため、ここでは「配水管網における

最適水配分システム：松山市公営企業局」を参考に、当時からの有収水量や無効水量の変動

を加味して、現状の上水道区域の一日平均給水量及び一日最大給水量に対して、それぞれそ

の 3.2％の水量を加算することとした。 

 

表８ 給水圧改善に伴う増加水量 

単位：m3/日 

項 目 昭和 62(1987)年度 令和５(2023)年度 

減圧設定による効果水量 

（S62：減圧による減少水量） 

（R5：減圧緩和による増加水量） 

10,600 4,208 

無効水量 12,651 5,537 

有収水量 
無減圧区域 28,915 39,210 

減圧調整区域 86,744 87,274 

給 水 量 128,309 132,021 

 

・有収水量の変動に対する補正  87,274 ÷ 86,744 ＝ ① 1.006 

・無効水量の変動に対する補正   5,537 ÷ 12,651 ＝ ② 0.438 

・減圧設定に対する補正 (測定値・漏水量算定値から算出) 

0.15Mpa → 0.10Mpa  ③ 0.901 

・減圧緩和による増加水量(令和５(2023)年度) 

10,600 m3/日 × 上記係数①×②×③ ＝ 4,208 m3/日 

・減圧緩 による 水量増加率  4,208 m3/日 ÷ 132,021 m3/日 ＝ 3.2 ％ 

  

表９ 現行サービス分＋ 給水地域分＋給水圧改善分の水需要量 

項  目 単位 
目標年次 令和 17(2035)年度 

基準値 高位 低位 

給水圧改善による増加水量  

（下段：丸め） 
m3/日 

4,356 

≒4,400 

4,721 

≒4,800 

4,153 

≒4,200 

現行サービス分＋ 給水地域分＋

給水圧改善分 

(丸め値の合計) 

m3/日 148,600 161,200 141,600 
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資料-7 都市リスク分の算定 

１ 都市リスク分とは 

平成６(1994)年の渇水レベルの状況が訪れたとしても、12 時間給水の段階まで断水を

回避できる水量 

２ 都市リスク分の算定 

⚫ 前計画では、松山市の推計人口(松山創生人口 100年ビジョン)による推計人口を採

用していたことから、比較する水需要量は、第７次松山市総合計画の推計人口で推

計している本計画(基準値)とする。 

⚫ 平成６(1994)年渇水の一日最大給水量から時間給水前と 12時間給水時の給水量に

対する節水率を求める。 

⚫ 節水率から本計画(基準値）、前計画の時間給水前と 12時間給水の給水量を算出 

⚫ 先の２つの給水量の差から予備水源(城北水源)の水量(4,500m3/日)を差し引くこと

で、都市リスク分を算定 

表 10 水需要量一覧 

水需要量(m3/日) 目標年次 
現行 

サービス分  給水地域分 給水圧改善分 計 

本計画(基準値） 令和 17年度 136,200 8,000 4,400 148,600 

前計画 令和７年度 155,100 11,000 5,600 171,700 

 

表 11 都市リスク分の算定 

項 目 
（m3/日） 

平成６(1994)年(実績) 本計画(基準値) 前計画 

給水量 節水率(％） 給水量 給水量 

一日最大給水量 179,180 － 148,600 171,700 

時間給水前 134,830 24.8 111,750 129,120 

12時間給水 121,090 32.4 100,460 116,070 
給水量差 

(時間給水前－12時間給水) 
13,740 － 11,290 13,050 

都市リスク分※ － － 6,800 9,000 

※都市リスク分の数値の丸め方は、本計画と前計画で異なる。 

３ 必要水量の比較 

表 12 必要水量の比較 

必要水量(m3/日） 
現行サービス分※ 

＋ 給水地域分 
給水圧改善分 都市リスク分 計 

本計画(基準値） 3,400 4,400 6,800 14,600 

前計画 25,400 5,600 9,000 40,000 

※現行サービス分の必要水量は、10年に１度程度の渇水年 
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資料-8 用語集 

（あ行） 

用語 意味 ページ番号 

一日
いちにち

平均
へいきん

給 水 量
きゅうすいりょう

 

一日
いちにち

最大
さいだい

給 水 量
きゅうすいりょう

 

水道の年間総給水量を年日数で除したものを一日平均給水

量(m3/日)といい、これを給水人口で除したものを一人一日平均

給水量(リットル/人・日)という。 

また、年間の一日給水量のうち最大のものを一日最大給水量

(m3/日)といい、これを給水人口で除したものを一人一日最大給

水量(リットル/人・日)という。 

13,28,39, 

43 45, 

53,60,80,81, 

91,92,95,96, 

99 

（か行） 

用語 意味 ページ番号 

海水
かいすい

淡水化
たんすいか

 

標準的な海水は約 3.5％の多種類の塩類が溶解した水溶液で

あり、これらの溶存塩類を取り除いて淡水を得ることをいう。

この方式では、水の相変化を利用する蒸発法、冷凍法、膜を利

用して圧力差による分離を行う逆浸透法や電位差による分離

を行う電気透析法が実用化されている。日本の上水道では、平

成９(1997)年に沖縄県企業局北谷
ちゃたん

 水 で逆浸透法による生

産水量 40,000m3/日の海水淡水化施設が本格稼働を開始した。 

71 73,76, 

77,78,83, 

93,94 

  
かんい

水道
すいどう

(事業
じぎょう

) 
水道水を供給する事業を水道事業といい、このうち給水人口

が 101人以上 5,000人以下であるものを  水道事業という。 

12,13,37, 

39,44 

基幹管路
きかんかんろ

 

松山市では、管路のうち、水源から 水施設に水を送る導水

管、 水施設から配水池などの配水施設に水を送る送水管、配

水施設から各家庭の水道メーター前まで水を送る配水管のう

ち口径が 300ミリ以上のものをいう。 

59,65,67, 

76 78 

かんがい 

農作物を育てるために必要な水を人の力で農地に供給する

ことで、水を川から取る、水を農地へ送る、水を分ける、とい

う行為も含む。また、かんがいには、降雨の時間的、空間的な

不均一分布を補完するという目的がある。 

15,22,23, 

47,64 

基準
きじゅん

渇水
かっすい

年
ねん

 

計画の対象となる渇水年で、利水安全度を 1/10とした 合、

10ヶ年で１番目(20ヶ年なら２番目、30ヶ年なら３番目)に水

が不足する年をいう。※「手引き」では 20ヶ年で２番目 

なお、「利水安全度」とは、河川水を利用する 合の渇水に対

する取水の安全性を示す指標で、何年に１度の規模の渇水に対

してまで、安定的に取水可能かを意味する。 

36,49 55, 

71,81,83, 

94 

給 水
きゅうすい

人口
じんこう

 

水道の給水区域内に居住し、水道により給水を受けている人

口をいう。給水区域外からの通勤者や観光客は給水人口には含

まれない（水道法(昭和 32年法律第 177号)第３条第 12項）。 

16,27,39  

41,45,53,81, 

92,97,98 

給 水
きゅうすい

制限
せいげん

 

給水制限とは、家庭や事業所などへの給水量を減らすことで

ある。時間給水には減圧給水と時間給水がある。減圧給水は、

圧力を下げることで蛇口から出る水の量を減らすこと、時間給

水は給水する時間を制限するものである。例えば 12 時間給水

は、１日のうち 12時間だけ給水を行うことをいう。 

17,21, 

23,91 
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県
けん

条 例
じょうれい

水道
すいどう

 

「導管及びその他の工作物により 50 人以上の者に飲料水を

供給する施設の総体であつて水道法によらないもの」（愛媛県

水道条例(昭和 38年条例第 19号)第２条第１項） 

13,39,44 

原単位
げんたんい

 

本計画では、市民１人の１日当たりの使用水量を指し、「リッ

トル/人・日」で表している。生活用(家庭用)に使用される水量

を、生活用(家庭用)原単位と称することもある。 

39 41 

工業用
こうぎょうよう

水道
すいどう

 

(工業
こうぎょう

用水
ようすい

) 

工業(製造業、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業)の用に

供する水(水力発電用、飲用を除く。)を工業用水といい、工業

用水道は、導管により工業用水を供給する施設をいう。 

14,17,18, 

46,50,54,71, 

73,77,91,93 

国 
こくりつ

社会
しゃかい

保障
ほしょう

・ 

人口
じんこう

問題
もんだい

研究所
けんきゅうじょ

 

(社人
しゃじん

研
けん

） 

社人研が示す「日本の将来推計人口」は、人口変動の要因で

ある出生・死亡・人口移動から推計したもので、「手引き」に基

づき、高位は「出生高位・死亡低位」、低位は「出生低位・死亡

高位」の全国値の推計人口を示している。 

参考）「第７次松山市総合計画の推計人口」とは、合計特殊出

生率が段階的に上昇し、社会増減(人口移動)が均衡する「より

一層人口減少対策を進めた 合」の人口。 

40 

（さ行） 

用語 意味 ページ番号 

再
さい

エネ 

(再生
さいせい

可能
かのう

エネルギー) 

温室効果ガスを排出せず、永続的に利用できるエネルギー

で、太陽光、風力、地熱、水力などがある。 
34,47,48 

取水
しゅすい

制限率
せいげんりつ

 

取水制限とは、少雨等により河川流況が悪化した 合やダム

等の貯水量が減少した 合に、河川から取水している水利使用

者の権利(水利権水量)が一時的に制限されることである。 

取水制限率＝制限(削減)された取水量÷水利権水量×100 

23,80 

(取水制限は 

20,22,23, 

29,80,91) 

上水道
じょうすいどう

 

導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水と

して供給する施設を水道というが、下水道(生活排水や工 排

水等の汚水と雨水を処理する施設)と区別するために上水道と

表記する 合がある。 

また、給水人口 5,001人以上の水道事業を上水道事業という。 

11,13,19,20, 

22,23,32,37, 

39 41, 

43 45, 

53,85,91,92, 

94,95,97,100 

水源
すいげん

かん養
よう

林
りん

 

森林が降雨を貯留する天然の水源としての機能を持つもの

で、水源かん養林や水源林と呼ばれる。森林の土壌がこの機能

を有しており、樹木は、落ち葉等により土壌を形成し、また、

根が降雨による土壌の流失を防止する役割を果たしている。 

68,70,76, 

86,87 

スマートメーター 

通信機能を備えた水道メーターのことをいう。遠隔で水量デ

ータを取得できるため、導入により、検針業務の効率化、漏水

の早期発見等が期待されている。 

65,76,78 

線 状
せんじょう

降水帯
こうすいたい

 

発達した雨雲が列をなし組織化した積乱雲群によって、数時

間にわたってほぼ同じ 所を通過又は停滞することで作り出

される強い降水を伴う雨域。 

29 

専用
せんよう

水道
すいどう

 

寄宿舎、社宅、療養所等での自家用の水道等の用途に水を供

給するもので、主に給水人口 100人を超える者にその居住に必

要な水を供給する又は１日の最大給水量が 20m3 を超える水道

のことをいう。 

13,37,39, 

44 
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用語 意味 ページ番号 

第
だい

７次
じ

 

松山市
まつやまし

総合
そうごう

計画
けいかく

 

松山市の将来のあるべき姿を描き、その実現を目指すため

に、まちづくりの方向性を示す松山市の最上位計画で、令和７

年３月に策定された。 

6,36,40, 

74,96,98 

Ｄ Ｘ
ディーエックス

(水道
すいどう

) 

デジタルトランスフォーメーションの略称で、デジタル技術

を活用して、ビジネスモデルや業務プロセス、組織文化等の変

革を行い、競争上の優位性を確 すること。 

33,65,76, 

78 

逓増型
ていぞうがた

水道
すいどう

料 金
りょうきん

 
使用水量が増加するほど料金単価が増加する水道料金体系

のことをいう。 
61,76 

手引き 
「水需給バランス評価の手引き 流域のあらゆる関係者に

よる連携に向けて 」(令和６(2024)年３月、国土交通省) 

31,32,36 42, 

49,55,80, 

97 99 

（は行） 

用語 意味 ページ番号 

PFOS
ピーフォス

(ペルフルオロ

オクタンスルホン酸
さん

) 

・PFOA
ピーフォア

（ペルフルオロ

オクタン酸
さん

） 

どちらも有機フッ素化合物の一種である。PFOSは半導体用反

射防止剤・レジスト(電子回路基板を製造する際に表面に塗る 

薬剤)、金属メッキ処理剤など、PFOAはフッ素ポリマー加工助

剤、界面活性剤などに使用されてきたが、環境中で分解されに

くく、蓄積されやすいことから、現在は多くの国で製造・輸入

等が禁止されている。 

30 

負荷率
ふ か り つ

 

負荷率は、給水量の変動の大きさを示すものであり、都市の

規模によって変化するほか、都市の性格、気象条件等によって

も左右される。 

また、一日最大給水量は、曜日・天候による水使用状況に大

きく影響を受け、時系列的傾向を有するものとはいえない。 

このため、将来の負荷率の設定に当たっては、過去の実績値

や、気象、渇水等による変動条件にも十分留意して、各々の都

市の実情に応じて検討する。なお、負荷率は次式のように表さ

れる。 

負荷率 ＝ 一日平均給水量 ÷ 一日最大給水量 × 100 (％) 

37,39,44, 

92 

（ま行） 

用語 意味 ページ番号 

水資源
みずしげん

賦存
ふ ぞ ん

量
りょう

 

一般的には、年間降水量から蒸発散量を差し引いたものにそ

の地域の面積を乗じた値で表すが、今回の調査では、河川水あ

るいは地下水として利用可能な水量とする。 

7,8,50, 

71 

無効
むこう

水 量
すいりょう

 

漏水量(配水本支管及びメーターより上流の給水管からの漏

水)や調定減額水量(屋内漏水等で調定水量を減量した水量)等

により無効となった水量及び不明水量をいう。 

59,65,76, 

95 

（や行） 

用語 意味 ページ番号 

有
ゆう

収 率
しゅうりつ

 

有収率 ＝ 有収水量 ÷ 給水量 × 100(％)。有収水量とは、

料金徴収の対象となった水量及び他会計等から収入のあった

水量をいう。 

37,39,43, 

92 

 
参照：「水道用語辞典(第二版)」(公益社団法人 日本水道協会) 
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市民、事業者の皆さんの御協力により、 

一人一日当たりの水の使用量は、 

大渇水の前年度と比べて減少しています。 

※給水量は、「上水道」のみのデータ。また家庭用のほか業務用を含む。 
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